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(57)【要約】
【課題】入金処理においてリジェクトされる貨幣を取り
出すための取出口に関して設置環境や運用形態に適した
貨幣処理装置および貨幣処理システムを提供する。
【解決手段】貨幣処理装置２は、貨幣が入金される入金
部１４と、入金された貨幣を収納するための収納部２５
と、収納部２５の貨幣が出金され、入金処理の際には入
金対象外の貨幣のリジェクト先となる出金部１５と、出
金部１５の貨幣を取り出すための取出口１３と、取出口
１３を開閉するシャッタ１７と、シャッタ１７の待機位
置が開位置および閉位置のどちらであるかを記憶する記
憶部と、制御部とを含む。制御部は、シャッタ１７の待
機位置が、記憶部に記憶された待機位置と一致するよう
にシャッタ１７の開閉を制御する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貨幣が入金される入金部と、
　前記入金部に入金された貨幣を収納するための収納部と、
　前記収納部の貨幣が出金される出金部であって、前記入金部に貨幣が入金される入金処
理の際には、前記入金部に入金された貨幣のうち入金対象外の貨幣のリジェクト先となる
出金部と、
　前記出金部の貨幣を取り出すための取出口と、
　前記取出口を開放する開位置と、前記取出口を閉鎖する閉位置との間において開閉され
る開閉部と、
　前記開閉部の待機位置が前記開位置および前記閉位置のどちらであるかを記憶する記憶
手段と、
　前記開閉部の待機位置が、前記記憶手段に記憶された待機位置と一致するように前記開
閉部の開閉を制御する制御手段とを含む、貨幣処理装置。
【請求項２】
　前記待機位置が前記開位置である場合には、前記制御手段は、前記入金処理の際に前記
開閉部を前記開位置に維持し、前記出金部に貨幣が出金される出金処理の際に、前記開閉
部を前記閉位置まで閉じて、出金対象の貨幣が全て前記出金部に出金されると前記開閉部
を前記開位置まで開く、請求項１に記載の貨幣処理装置。
【請求項３】
　前記待機位置が前記閉位置である場合には、前記制御手段は、前記入金処理の際に前記
開閉部を前記開位置まで開き、前記出金部に貨幣が出金される出金処理の際に、前記開閉
部を前記閉位置に維持し、出金対象の貨幣が全て前記出金部に出金されると前記開閉部を
前記開位置まで開く、請求項１に記載の貨幣処理装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記待機位置を前記開位置および前記閉位置の一方から他方に切り替
える、請求項２または３に記載の貨幣処理装置。
【請求項５】
　前記記憶手段は、所定期間における前記入金処理および前記出金処理のそれぞれの実行
履歴を記憶し、
　前記制御手段は、前記実行履歴における前記入金処理および前記出金処理のそれぞれの
実行頻度に基いて前記待機位置を切り替える、請求項４に記載の貨幣処理装置。
【請求項６】
　前記待機位置を切り替えるタイミングを設定する設定手段を含み、
　前記制御手段は、前記設定手段によって設定されたタイミングに前記待機位置を切り替
える、請求項４に記載の貨幣処理装置。
【請求項７】
　貨幣処理装置と、前記貨幣処理装置と通信可能な操作端末とを含む貨幣処理システムで
あって、
　貨幣が入金される入金部と、
　前記入金部に入金された貨幣を収納するための収納部と、
　前記収納部の貨幣が出金される出金部であって、前記入金部に貨幣が入金される入金処
理の際には、前記入金部に入金された貨幣のうち入金対象外の貨幣のリジェクト先となる
出金部と、
　前記出金部の貨幣を取り出すための取出口と、
　前記取出口を開放する開位置と、前記取出口を閉鎖する閉位置との間において開閉され
る開閉部と、
　前記開閉部の待機位置が前記開位置および前記閉位置のどちらであるかを記憶する記憶
手段と、
　前記開閉部の待機位置が、前記記憶手段に記憶された待機位置と一致するように前記開
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閉部の開閉を制御する制御手段とを含む、貨幣処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、貨幣処理装置および貨幣処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　下記特許文献１の紙幣処理装置は、バラ紙幣の処理を行うバラ紙幣処理部を備え、バラ
紙幣処理部は、入金部とカセットと入金リジェクト部とを備えている。入金部は、紙幣投
入口と、紙幣投入口を開閉するバラシャッタとによって構成されている。入金処理では、
紙幣投入口から投入されたバラ紙幣のうち、所定の要件を満たす紙幣は、カセットに収納
され、異常があると判断された紙幣は、入金リジェクト部に搬送される。出金処理では、
カセットから繰り出されたバラ紙幣が、紙幣投入口へと払い出される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５７２３１０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の紙幣処理装置には、入金リジェクト部から紙幣を取り出すための取出口が
形成されていることが想定される。取出口が常に開放されている場合には、紙幣処理装置
内部の作動音が取出口から外部に漏れることによって紙幣処理装置の周囲がうるさくなる
虞がある。これでは、静粛性が求められる設置環境では好ましくない。かといって、取出
口を開閉するためのシャッタを設けて取出口を閉じておくと、例えば入金処理の実行頻度
が高い、つまり入金リジェクト部に紙幣がリジェクトされる頻度が高い運用形態では、入
金リジェクト部から紙幣を取り出すために毎回シャッタを開く必要があり、これでは、入
金リジェクト部から紙幣を取り出すための操作性が低下する。
【０００５】
　この発明は、かかる背景のもとにおいてなされたものであり、入金処理においてリジェ
クトされる貨幣を取り出すための取出口に関して設置環境や運用形態に適した貨幣処理装
置および貨幣処理システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、貨幣が入金される入金部と、前記入金部に入金された貨幣を収納するための
収納部と、前記収納部の貨幣が出金される出金部であって、前記入金部に貨幣が入金され
る入金処理の際には、前記入金部に入金された貨幣のうち入金対象外の貨幣のリジェクト
先となる出金部と、前記出金部の貨幣を取り出すための取出口と、前記取出口を開放する
開位置と、前記取出口を閉鎖する閉位置との間において開閉される開閉部と、前記開閉部
の待機位置が前記開位置および前記閉位置のどちらであるかを記憶する記憶手段と、前記
開閉部の待機位置が、前記記憶手段に記憶された待機位置と一致するように前記開閉部の
開閉を制御する制御手段とを含む、貨幣処理装置である。
【０００７】
　また、本発明は、前記待機位置が前記開位置である場合には、前記制御手段は、前記入
金処理の際に前記開閉部を前記開位置に維持し、前記出金部に貨幣が出金される出金処理
の際に、前記開閉部を前記閉位置まで閉じて、出金対象の貨幣が全て前記出金部に出金さ
れると前記開閉部を前記開位置まで開くことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明は、前記待機位置が前記閉位置である場合には、前記制御手段は、前記入
金処理の際に前記開閉部を前記開位置まで開き、前記出金部に貨幣が出金される出金処理
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の際に、前記開閉部を前記閉位置に維持し、出金対象の貨幣が全て前記出金部に出金され
ると前記開閉部を前記開位置まで開くことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明は、前記制御手段は、前記待機位置を前記開位置および前記閉位置の一方
から他方に切り替えることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、前記記憶手段は、所定期間における前記入金処理および前記出金処理
のそれぞれの実行履歴を記憶し、前記制御手段は、前記実行履歴における前記入金処理お
よび前記出金処理のそれぞれの実行頻度に基いて前記待機位置を切り替えることを特徴と
する。
【００１１】
　また、本発明は、前記待機位置を切り替えるタイミングを設定する設定手段を含み、前
記制御手段は、前記設定手段によって設定されたタイミングに前記待機位置を切り替える
ことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は、貨幣処理装置と、前記貨幣処理装置と通信可能な操作端末とを含む貨
幣処理システムであって、貨幣が入金される入金部と、前記入金部に入金された貨幣を収
納するための収納部と、前記収納部の貨幣が出金される出金部であって、前記入金部に貨
幣が入金される入金処理の際には、前記入金部に入金された貨幣のうち入金対象外の貨幣
のリジェクト先となる出金部と、前記出金部の貨幣を取り出すための取出口と、前記取出
口を開放する開位置と、前記取出口を閉鎖する閉位置との間において開閉される開閉部と
、前記開閉部の待機位置が前記開位置および前記閉位置のどちらであるかを記憶する記憶
手段と、前記開閉部の待機位置が、前記記憶手段に記憶された待機位置と一致するように
前記開閉部の開閉を制御する制御手段とを含む、貨幣処理システムである。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、貨幣処理システムに含まれる貨幣処理装置では、入金処理の際に入金
部に入金された貨幣のうち、入金対象の貨幣は収納部に収納され、入金対象外の貨幣は出
金部に送られる。つまり、収納部の貨幣が出金される出金部は、入金処理の際には入金対
象外の貨幣のリジェクト先を兼ねる。出金部から貨幣を取り出すための取出口は、開閉部
によって開閉される。
　開閉部の待機位置が開位置および閉位置のどちらであるかは、記憶手段によって記憶さ
れ、開閉部の実際の待機位置が、記憶手段に記憶された待機位置と一致するように、開閉
部の開閉が制御手段によって制御される。そのため、例えば静粛性が求められる設置環境
では、開閉部の待機位置を閉位置に設定しておけば、貨幣処理装置内部の作動音が取出口
から外部に漏れることを抑制できる。一方、例えば入金処理の実行頻度が高い運用形態で
は、開閉部の待機位置を開位置に設定しておけば、開閉部を開く動作がなくても、入金処
理において出金部にリジェクトされる貨幣を取出口からスムーズに取り出すことができる
。
　このように、設置環境や運用形態に応じて開閉部の待機位置を開位置および閉位置のど
ちらにも設定できるので、開閉部によって開閉される取出口に関して設置環境や運用形態
に適した貨幣処理装置および貨幣処理システムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る貨幣処理システムの斜視図である。
【図２】図２は、貨幣処理システムにおける紙幣入出金機の模式的な縦断面右側面図であ
る。
【図３】図３は、紙幣入出金機の電気的構成を示すブロック図である。
【図４】図４は、貨幣処理システムの端末装置における表示内容の一例を示す図である。
【図５】図５は、端末装置における表示内容の一例を示す図である。
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【図６】図６は、紙幣入出金機の内部構成の概要を示す模式図である。
【図７】図７は、変形例に係る紙幣入出金機の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下では、この発明の実施の形態を、添付図面を参照して詳細に説明する。図１は、本
発明の一実施形態に係る貨幣処理システム１を正面側から見た斜視図である。貨幣処理シ
ステム１は、銀行等の金融機関に設置される。貨幣処理システム１は、貨幣処理装置２と
、操作端末３と、プリンタ４とを含む。貨幣処理装置２は、貨幣のうちの紙幣の入金処理
および出金処理を行うための紙幣入出金機２Ａと、貨幣のうちの硬貨の入金処理および出
金処理を行うための硬貨入出金機２Ｂとを含む。紙幣入出金機２Ａと硬貨入出金機２Ｂと
操作端末３とプリンタ４とは、通信可能に接続されている。操作端末３には、タッチパネ
ルディスプレイ等によって構成された表示操作部３Ａが設けられ、表示操作部３Ａには、
各貨幣処理装置２の動作に関する様々な情報が表示される。プリンタ４は、各貨幣処理装
置２において実行された処理の内容を記したレシートを発行する。なお、操作端末３およ
びプリンタ４は、貨幣処理装置２の一部として貨幣処理装置２に組み込まれてもよい。
【００１６】
　次に、紙幣入出金機２Ａに着目して貨幣処理装置２について詳しく説明する。紙幣入出
金機２Ａは、例えば縦長のボックス状の装置本体１０を含む。装置本体１０において利用
者に臨む前面部１０Ａの略上半分には、払出口１１と、入金口１２と、取出口１３とが、
上側からこの順番に設けられている。例えば１００枚といった所定数毎にまとまった状態
において帯封された紙幣によって構成された束紙幣が、払出口１１から払い出される。入
金口１２に関連して、装置本体１０には、入金口１２から装置本体１０内へ窪んだ凹状の
入金部１４が設けられている。入金処理の際に、入金用のバラ紙幣が利用者によって入金
口１２から入金部１４に入金される。取出口１３に関連して、装置本体１０には、取出口
１３から装置本体１０内へ窪んだ凹状の出金部１５が設けられている。出金処理の際に、
出金用のバラ紙幣が装置本体１０内から出金部１５に出金されるので、利用者は、出金部
１５の紙幣を取出口１３から取り出すことができる。
【００１７】
　装置本体１０には、モータ等の駆動部（図示せず）の駆動力を受けて払出口１１を開閉
するシャッタ１６と、別の駆動部（図示せず）の駆動力を受けて取出口１３を開閉する開
閉部の一例としてのシャッタ１７とが設けられている。なお、入金口１２および入金部１
４は、常に機外に露出されているが、入金口１２を開閉するシャッタを設けても構わない
。装置本体１０の前面部１０Ａの略下半分は、扉１８を構成している。
【００１８】
　紙幣入出金機２Ａの模式的な縦断面右側面図である図２を参照して、装置本体１０内に
は、バラ紙幣処理部２０と、バラ紙幣処理部２０の上側に位置する束紙幣処理部２１とが
設けられている。図２では、バラ紙幣処理部２０と束紙幣処理部２１との境界線が、１点
鎖線によって示されている。バラ紙幣処理部２０は、前述した入金部１４、出金部１５お
よびシャッタ１７の他に、出金リジェクト部２４、収納部２５、環状搬送路２６、取込搬
送路２７、取出搬送路２８、識別部２９、反転部３０および供給路３１を含む。
【００１９】
　前述したシャッタ１７は、取出口１３を閉鎖して機外から遮断する閉位置（実線のシャ
ッタ１７を参照）と、閉位置から上側にずれて取出口１３を機外に向けて開放する開位置
（破線のシャッタ１７を参照）との間において開閉される。出金リジェクト部２４は、例
えば出金部１５の真下に配置された空間である。
【００２０】
　収納部２５は、箱状に形成され、複数（ここでは５つ）存在し、前後（図２では左右）
に並んで配置されている。これらの収納部２５は、扉１８とともにスライドすることによ
って、装置本体１０から前側（図２では左側）へ引き出し可能である。５つ並んだ収納部
２５のうち、前後に隣り合って並んだ３つの収納部２５は、バラ紙幣が金種毎に積層状態
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にて収納される金種別収納部２５Ａである。別の１つの収納部２５は、複数金種のバラ紙
幣が混合状態にて一括収納されたり、他の収納部２５に収納しきれないオーバーフロー紙
幣が収納されたりする一括収納部２５Ｂであり、残りの１つの収納部２５は、入金された
バラ紙幣を一時的に収納する一時保留部２５Ｃである。金種別収納部２５Ａ、一括収納部
２５Ｂおよび一時保留部２５Ｃは、後側（図２では右側）からこの順番にて並んでいる。
各収納部２５内には、水平な板状のステージ３４が配置され、積層状態にて収納されたバ
ラ紙幣は、ステージ３４上に配置される。ステージ３４は、モータ等の駆動部（図示せず
）の駆動力を受けて昇降する。
【００２１】
　環状搬送路２６は、上下に扁平なループ状をなしている。環状搬送路２６内のバラ紙幣
は、５つの収納部２５の上方において、図２における時計回りおよび反時計回りのどちら
かに循環するように搬送される。環状搬送路２６の下側部分には、分岐路３５、３６、３
７、３８、３９および４０の各一端が、環状搬送路２６内におけるバラ紙幣の搬送方向に
沿って、この順番にて接続されている。分岐路３５、３６および３７の各他端は、３つの
金種別収納部２５Ａのそれぞれに１つずつ上側からつながっている。分岐路３８の他端は
、一括収納部２５Ｂに上側からつながっている。分岐路３９の他端は、一時保留部２５Ｃ
に上側からつながっている。分岐路４０の他端は、出金リジェクト部２４につながってい
る。取込搬送路２７は、入金部１４に入金されたバラ紙幣を１枚ずつ取り込み、環状搬送
路２６へ送るための搬送路である。取出搬送路２８は、環状搬送路２６内のバラ紙幣を出
金部１５に送るための搬送路である。
【００２２】
　識別部２９は、環状搬送路２６の上側部分の途中領域、詳しくは、環状搬送路２６にお
いて取込搬送路２７に接続された部分と分岐路３５に接続された部分との間の領域に配置
されている。識別部２９は、環状搬送路２６において搬送されるバラ紙幣の金種、正損、
真偽、表裏等を識別する一般的なセンサである。損傷のあるバラ紙幣や偽のバラ紙幣は、
リジェクト紙幣であると識別部２９によって識別される。また、識別部２９は、バラ紙幣
を１枚ずつ識別することによって計数することもできる。
【００２３】
　反転部３０は、反転路４５と分岐爪４６とを含む。反転路４５は、略Ｖ字に折れ曲がっ
ていて、環状搬送路２６から一旦分岐した後に環状搬送路２６に合流するように環状搬送
路２６に対して並列的に接続されている。詳しくは、反転路４５は、環状搬送路２６にお
いて識別部２９が設けられた部分と分岐路３５に接続された部分との間の領域に対して接
続されている。分岐爪４６は、反転路４５において環状搬送路２６から分岐した分岐位置
４５Ａに設けられている。分岐爪４６の向きは、ソレノイド等の駆動部（図示せず）の作
動に応じて切り換わる。これによって、環状搬送路２６内において分岐位置４５Ａに到達
したバラ紙幣を、引き続き環状搬送路２６内において搬送したり、反転路４５へ搬送した
りすることができる。表裏が逆であると識別部２９によって識別されたバラ紙幣は、反転
路４５においてスイッチバックされて表裏が直されてから、環状搬送路２６に合流する。
供給路３１は、環状搬送路２６において反転路４５が接続された部分と分岐路３５に接続
された部分との間の領域から分岐して束紙幣処理部２１まで延びている。
【００２４】
　環状搬送路２６、取込搬送路２７、取出搬送路２８、供給路３１、分岐路３５、３６、
３７、３８、３９および４０ならびに反転路４５といった搬送路には、バラ紙幣を搬送す
るために回転する搬送ローラ（図示せず）や周回移動する搬送ベルト（図示せず）が設け
られている。モータ等の駆動部（図示せず）の駆動力を受けて、搬送ローラが回転したり
搬送ベルトが周回移動したりする。この搬送ローラは、搬送ローラ４７として各収納部２
５にも設けられ、分岐路３５～３９において対応する分岐路からのバラ紙幣を収納部２５
内に取り込んだり、収納部２５内のバラ紙幣を当該分岐路へ送り出したりする。
【００２５】
　環状搬送路２６と分岐路３５～４０のそれぞれとの接続位置には、前述した分岐爪４６
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と同様の分岐爪（図示せず）が設けられており、各分岐爪の向きは、ソレノイド等の駆動
部（図示せず）の作動に応じて切り換わる。これによって、環状搬送路２６内の紙幣を分
岐路３５～４０へ搬送することができる。この分岐爪は、取出搬送路２８および供給路３
１のそれぞれと環状搬送路２６との接続位置にも設けられていて、この分岐爪の向きが切
り換わることによって、環状搬送路２６内の紙幣を取出搬送路２８や供給路３１へ搬送す
ることができる。
【００２６】
　束紙幣処理部２１は、前述したシャッタ１６の他に、集積部５０と、帯封機構５１と、
縦搬送路５２と、リフト５３と、横搬送路５４と、搬送機構５５と、収納部５６とを含む
。集積部５０は、箱状に形成され、複数（ここでは２つ）存在し、上下に並んで配置され
ている。環状搬送路２６から分岐した供給路３１は、各集積部５０に接続されている。
【００２７】
　帯封機構５１は、供給路３１を経由してバラ紙幣処理部２０から集積部５０まで搬送さ
れてきたバラ紙幣のまとまりを受け取って帯封することによって束紙幣を作成するための
ものであって、帯封機構５１の構成として、公知の構成を用いることができる。縦搬送路
５２は、帯封機構５１から上側へ垂直に延びる空間であって、前述した払出口１１が縦搬
送路５２に前側から連通している。リフト５３は、水平な板状に形成されて縦搬送路５２
内に配置されていて、モータ等の駆動部（図示せず）の駆動力を受けて昇降する。
【００２８】
　横搬送路５４は、縦搬送路５２の上端から後側へ水平に延びる空間である。搬送機構５
５は、上下に扁平な無端状のベルト５７と、ベルト５７を周回移動させるモータ等の駆動
部（図示せず）とを含む。ベルト５７は、図２における時計回りおよび反時計回りのどち
らにも周回移動できる。ベルト５７の外周面には、複数の突起５７Ａが設けられている。
複数の突起５７Ａは、ベルト５７の周回移動方向において等間隔にて配置されている。
【００２９】
　収納部５６は、箱状に形成され、複数（ここでは４つ）存在し、ベルト５７の下側にお
いて前後に並んで配置されている。各収納部５６の上面には、出入口５６Ａが形成されて
いるとともに、シャッタ５８が設けられている。シャッタ５８は、モータ等の駆動部（図
示せず）の駆動力を受けて出入口５６Ａを開閉する。各収納部５６には、束紙幣が金種毎
に積層状態にて収納される。各収納部５６内には、水平な板状のステージ５９が配置され
、積層状態にて収納された束紙幣は、ステージ５９上に配置される。ステージ５９は、モ
ータ等の駆動部（図示せず）の駆動力を受けて昇降する。これらの収納部５６の上面とベ
ルト５７とによって上下から挟まれた空間が、横搬送路５４である。
【００３０】
　次に、図３のブロック図を参照して、紙幣入出金機２Ａの電気的構成について説明する
。紙幣入出金機２Ａは、制御手段および設定手段の一例としての制御部６５と、通信Ｉ／
Ｆ部６６と、記憶手段の一例としての記憶部６７とを含む。制御部６５は、例えばマイク
ロコンピュータによって構成されている。制御部６５には、通信Ｉ／Ｆ部６６および記憶
部６７のそれぞれと、前述したバラ紙幣処理部２０および束紙幣処理部２１のそれぞれと
が電気的に接続されている。
【００３１】
　制御部６５は、通信Ｉ／Ｆ部６６を介して、硬貨入出金機２Ｂ、操作端末３およびプリ
ンタ４や他の外部機器と通信することができる。そのため、制御部６５は、利用者による
操作端末３の表示操作部３Ａ（図１参照）の操作を受け付けたり、表示操作部３Ａの表示
を制御したりする。また、制御部６５は、プリンタ４によってレシートを発行する。
【００３２】
　制御部６５は、バラ紙幣処理部２０における前述した駆動部（図示せず）を制御する。
これにより、図２を参照して、制御部６５は、各収納部２５と、入金部１４、出金部１５
、出金リジェクト部２４および集積部５０のそれぞれとの間においてバラ紙幣を移動させ
たり、収納部２５同士の間においてバラ紙幣を移動させたり、シャッタ１７を開閉させた
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り、反転部３０においてバラ紙幣の表裏を反転させたりする。識別部２９による紙幣の識
別結果は、制御部６５に入力される。制御部６５は、識別部２９によるバラ紙幣の計数結
果に基いて各収納部２５におけるバラ紙幣の金種および収納枚数を把握する。
【００３３】
　制御部６５は、束紙幣処理部２１における前述した駆動部（図示せず）や帯封機構５１
を制御する。これにより、制御部６５は、集積部５０に集積されたバラ紙幣を帯封機構５
１によって束紙幣にしたり、この束紙幣が載せられたリフト５３を昇降させることによっ
て束紙幣を縦搬送路５２内において垂直移動させたりする。また、制御部６５は、リフト
５３が上限まで昇降した状態において搬送機構５５のベルト５７を反時計回りに周回移動
させることによって、リフト５３上の束紙幣をベルト５７の突起５７Ａによって引っ掛け
て横搬送路５４内において水平移動させる。制御部６５は、横搬送路５４内の束紙幣が収
納先の収納部５６の真上まで到達するとベルト５７を停止させて、この収納部５６のシャ
ッタ５８を開く。すると、束紙幣が、収納先の収納部５６の上面の出入口５６Ａから落下
して収納部５６内に収納される。
【００３４】
　一方、制御部６５は、出金したい束紙幣を収納した収納部５６においてステージ５９を
上昇させてシャッタ５８を開き、ベルト５７を時計回りに周回移動させる。これにより、
収納部５６内の束紙幣が、最上位のものから順に、ベルト５７の突起５７Ａによって引っ
掛けられて横搬送路５４内を水平移動し、縦搬送路５２のリフト５３に受け渡される。そ
の後、制御部６５は、リフト５３上の束紙幣が払出口１１と上下において一致するまでリ
フト５３を下降させてから、シャッタ１６を開く。これにより、利用者は、払出口１１か
ら束紙幣を取り出すことができる。
【００３５】
　図３を参照して、記憶部６７は、不揮発性メモリやハードディスクドライブといった記
憶デバイスによって構成されていて、紙幣入出金機２Ａに関する様々な情報を記憶してい
る。特に、記憶部６７は、出金部１５の取出口１３を開閉するシャッタ１７の待機位置が
開位置（図２の破線参照）および閉位置（図２の実線参照）のどちらであるかを少なくと
も記憶している。また、記憶部６７は、各収納部２５におけるバラ紙幣の金種および収納
枚数も記憶している。制御部６５は、記憶部６７に記憶された情報を参照したり、記憶部
６７に記憶された情報を書き換えたり、新たな情報を記憶部６７に記憶させたりする。
【００３６】
　紙幣入出金機２Ａでは、シャッタ１７の待機位置を開位置および閉位置のどちらかに設
定することができる。利用者、厳密には紙幣入出金機２Ａを管理する係員が表示操作部３
Ａに操作することによってログインすると、制御部６５は、図４に示すメニュー画面７０
を表示操作部３Ａに表示する。メニュー画面７０には、複数のタッチキー７１が並んで表
示されている。係員が、これらのタッチキー７１のうち「メンテナンス」という文字が記
されたタッチキー７１Ａにタッチすると、制御部６５は、表示操作部３Ａに、図５に示す
設定画面７２を表示する。設定画面７２には、「シャッタの待機位置を選択して下さい」
という見出しの下の領域に、「開位置」という文字が記されたタッチキー７３と、「閉位
置」という文字が記されたタッチキー７４とが並んで表示されている。
【００３７】
　係員は、シャッタ１７の待機位置を開位置に設定したい場合には、タッチキー７３にタ
ッチした後に、例えば設定画面７２の右下において「確定」という文字が記されたタッチ
キー７５にタッチする。すると、制御部６５は、シャッタ１７の待機位置が開位置である
ことを記憶部６７に記憶させる。係員は、シャッタ１７の待機位置を閉位置に設定したい
場合には、タッチキー７４および７５にタッチする。すると、制御部６５は、シャッタ１
７の待機位置が閉位置であることを記憶部６７に記憶させる。なお、係員が、例えば設定
画面７２の左下において「戻る」という文字が記されたタッチキー７６にタッチすれば、
制御部６５は、表示操作部３Ａの表示内容を設定画面７２からメニュー画面７０（図４参
照）に切り替える。
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【００３８】
　制御部６５は、シャッタ１７の実際の待機位置が、記憶部６７に記憶された待機位置と
一致するようにシャッタ１７の開閉を制御する。図６の模式図を参照して、バラ紙幣につ
いて収納部５６が実行する出金処理および入金処理について、この順番に説明するととも
に、シャッタ１７の開閉についても説明する。
【００３９】
　制御部６５は、利用者による操作端末３の表示操作部３Ａの操作によって、出金処理の
指示を受け付ける。シャッタ１７の待機位置が閉位置（図６における実線のシャッタ１７
を参照）である場合には、制御部６５は、出金処理の開始前も開始時（つまり出金処理の
際）もシャッタ１７を閉位置に維持するが、シャッタ１７の待機位置が開位置（図６にお
ける破線のシャッタ１７を参照）である場合には、制御部６５は、出金処理の開始時にシ
ャッタ１７を一旦閉位置まで閉じる。次に、制御部６５は、出金対象のバラ紙幣を収納し
た金種別収納部２５Ａから必要枚数のバラ紙幣を取り出して、環状搬送路２６において反
時計回りに搬送し（実線の矢印Ｙ１を参照）、取出搬送路２８から出金部１５に出金する
。なお、制御部６５は、環状搬送路２６内において搬送されるバラ紙幣のうち、リジェク
ト紙幣であると識別部２９によって識別されたもの（２枚送り紙幣や金種間違い紙幣等も
含む）を、分岐路４０から出金リジェクト部２４にリジェクトする。なお、出金リジェク
ト部２４のリジェクト紙幣は、例えば金融機関の営業時間後に回収される。
【００４０】
　シャッタ１７の待機位置が閉位置および開位置のいずれである場合にも、出金対象のバ
ラ紙幣が全て出金部１５に出金されると、制御部６５は、シャッタ１７を今までの閉位置
から開位置まで開く。そのため、利用者は、開放された取出口１３から出金部１５のバラ
紙幣を取り出すことができる。シャッタ１７の待機位置が閉位置である場合には、バラ紙
幣が取り出されてから制御部６５がシャッタ１７を閉位置まで閉じると、出金処理が終了
するが、シャッタ１７の待機位置が開位置である場合には、バラ紙幣が取り出されると、
シャッタ１７が開位置にある状態のまま出金処理が終了する。なお、制御部６５は、出金
部１５への出金後にシャッタ１７を開いてから所定時間が経過しても出金部１５からバラ
紙幣が取り出されない場合には、シャッタ１７を強制的に閉じて利用者や係員に報知して
もよい。この場合、紙幣入出金機２Ａには、出金部１５におけるバラ紙幣の有無を検知す
るセンサ（図示せず）とブザーとを含み、制御部６５はタイマー機能を有する。
【００４１】
　シャッタ１７の待機位置が開位置および閉位置のいずれである場合にも、出金処理の際
には、出金対象のバラ紙幣が全て出金部１５に出金されるまではシャッタ１７が閉位置ま
で閉じた状態にあり、出金対象のバラ紙幣が全て出金部１５に出金されるとシャッタ１７
が開位置まで開く。そのため、出金対象のバラ紙幣が全て出金部１５に揃っていない途中
の段階においてバラ紙幣が取出口１３から取り出されることを抑制できる。
【００４２】
　制御部６５は、利用者による表示操作部３Ａの操作や入金部１４への紙幣のセットによ
って入金処理の指示を受け付ける。制御部６５が入金部１４への紙幣のセットによって入
金処理の指示を受け付ける場合、紙幣入出金機２Ａには、入金部１４におけるバラ紙幣の
有無を検知するセンサ（図示せず）を含む。シャッタ１７の待機位置が開位置である場合
には、制御部６５は、入金処理の開始前も入金処理中もシャッタ１７を開位置に維持する
が、シャッタ１７の待機位置が閉位置である場合には、制御部６５は、入金処理の開始時
にシャッタ１７を開位置まで開き、入金処理の開始後もシャッタ１７を開位置に維持する
。
【００４３】
　次に、制御部６５は、利用者によって入金部１４に入金されたバラ紙幣を環状搬送路２
６において時計回りに搬送する（破線の矢印Ｙ２を参照）。その際、制御部６５は、環状
搬送路２６内において搬送されるバラ紙幣のうち、リジェクト紙幣であると識別部２９に
よって識別されたもの（２枚送り紙幣や識別不能紙幣等も含む）を、取出搬送路２８から



(10) JP 2018-10355 A 2018.1.18

10

20

30

40

50

出金部１５にリジェクトする。つまり、入金処理の際には、出金部１５は、入金部１４に
入金されたバラ紙幣のうち入金対象外のリジェクト紙幣のリジェクト先、いわゆる入金リ
ジェクト部となる。出金部１５のリジェクト紙幣は、開位置のシャッタ１７によって開放
された取出口１３から利用者に随時返却され、入金部１４に再セットされたり、再セット
されずに別保管されたりする。このように出金部１５が入金リジェクト部を兼ねるので、
出金部１５および入金リジェクト部を別々に設ける場合と比べて、省スペース化や省コス
ト化を図れる。
【００４４】
　一方、制御部６５は、入金部１４に入金されて環状搬送路２６内において搬送されるバ
ラ紙幣のうち、リジェクト紙幣以外の紙幣、つまり入金対象のバラ紙幣を、一時保留部２
５Ｃに収納する。そして、全てのバラ紙幣が入金部１４から繰り出されて出金部１５また
は一時保留部２５Ｃに振り分けられ、出金部１５のリジェクト紙幣が利用者によって取り
出されると、シャッタ１７の待機位置が閉位置である場合には制御部６５はシャッタ１７
を閉位置まで閉じ、シャッタ１７の待機位置が開位置である場合には制御部６５はシャッ
タ１７を開位置のままにする。
【００４５】
　そして、係員による表示操作部３Ａに対する入金処理の承認操作があると、制御部６５
は、一時保留部２５Ｃのバラ紙幣を、再び識別部２９を経由するように環状搬送路２６に
おいて時計回りに搬送してから、いずれかの金種別収納部２５Ａまたは一括収納部２５Ｂ
に金種毎に振り分ける。これにより、入金対象のバラ紙幣は、対応する金種の金種別収納
部２５Ａまたは一括収納部２５Ｂに収納されて、入金処理が終了する。なお、一時保留部
２５Ｃのバラ紙幣を金種別収納部２５Ａや一括収納部２５Ｂに振り分ける前の段階では、
利用者による操作端末３の操作等によって今回の入金処理をキャンセルすることができる
。入金処理がキャンセルされた場合には、利用者が扉１８（図２参照）を開くと、一時保
留部２５Ｃが機外に露出されるので、返却処理として、一時保留部２５Ｃに残った紙幣を
手作業によって取り出すことができる。返却処理中のシャッタ１７は開位置にあってもよ
い。
【００４６】
　例えば静粛性が求められる設置環境や、出金処理の実行頻度が高い運用形態では、シャ
ッタ１７の待機位置を閉位置に設定しておけば、入金処理のタイミング以外や、出金処理
において出金対象の貨幣が全て出金部１５に出金されたタイミング以外ではシャッタ１７
が閉位置にあるので、貨幣処理装置２内部の作動音が取出口１３から外部に漏れることを
抑制できる。一方、例えば入金処理の実行頻度が高い運用形態、つまり出金部１５を入金
リジェクト部として使用する頻度が高い運用形態では、シャッタ１７の待機位置を開位置
に設定しておけば、シャッタ１７を開く動作がなくても、入金処理においてリジェクトさ
れる貨幣を取出口１３からスムーズに取り出すことができるし、シャッタ１７の動作回数
の削減によって処理時間の短縮を図ることもできる。つまり、設置環境や運用形態に応じ
てシャッタ１７の待機位置を開位置および閉位置のどちらにも設定できるので、シャッタ
１７によって開閉される取出口１３に関して設置環境や運用形態に適した貨幣処理装置２
および貨幣処理システム１を提供できる。
【００４７】
　設置環境や運用形態の変化に応じて、変化後の設置環境や運用形態に適するように、制
御部６５は、前述した係員による表示操作部３Ａでの設定（図５参照）によって、記憶部
６７におけるシャッタ１７の待機位置を開位置および閉位置の一方から他方に切り替える
ことができる。表示操作部３Ａでの設定以外に、所定条件に応じてシャッタ１７の待機位
置を切り替えてもよい。
【００４８】
　例えば、記憶部６７が、例えば１ヶ月や１週間といった所定期間における入金処理およ
び出金処理のそれぞれの実行履歴を記憶していて、制御部６５は、この実行履歴における
入金処理および出金処理のそれぞれの実行頻度に基いて待機位置を切り替えてもよい。こ
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の場合、例えば利用者が多い等によって入金処理の実行頻度が高ければ、入金処理におい
てリジェクト紙幣を取出口１３から取り出すための操作性を優先するために待機位置を開
位置に切り替えてもよい。一方、出金処理の実行頻度が高ければ、静粛性を優先するため
に待機位置を閉位置に切り替えてもよい。
【００４９】
　また、制御部６５は、待機位置を切り替えるタイミングを設定してもよく、そのタイミ
ングに待機位置を切り替えてもよい。この場合、制御部６５は、カレンダー機能やタイマ
ー機能を有し、シャッタ１７の待機位置を時間帯や曜日等のタイミングと対応づけて記憶
部６７に記憶している。例えば、利用者が少ないタイミングになると、静粛性を重視する
ために、制御部６５は、待機位置を閉位置に設定する。逆に、利用者による入金処理が多
いタイミングになると、リジェクト紙幣の発生を想定して、制御部６５は、待機位置を開
位置に設定する。このように運用形態が変化するタイミングにおいて、変化後の運用形態
に適するようにシャッタ１７の待機位置を切り替えることができる。
【００５０】
　入金処理および出金処理の実行履歴に基いて待機位置を切り替える場合、および、タイ
ミングに応じて待機位置を切り替える場合のいずれにおいても、待機位置の切り替えは、
自動によって行われてもよい。または、例えば紙幣入出金機２Ａの起動時等において制御
部６５が最適な待機位置を操作端末３の表示操作部３Ａにて推奨して、係員による承認を
得られた場合に、待機位置が切り替えられてもよい。
【００５１】
　なお、制御部６５が実行する処理には、前述した入金処理および出金処理以外に、例え
ば、第１帯封処理、第２帯封処理および精査処理が挙げられる。第１帯封処理として、制
御部６５は、機外から入金部１４に入金されたバラ紙幣を集積部５０に直接送り込んで帯
封機構５１によって束紙幣にして収納部５６に収納する。係員による操作端末３での指示
があったり、収納部２５におけるバラ紙幣の収納枚数が所定数に達したりすると、第２帯
封処理として、制御部６５は、収納部２５のバラ紙幣を帯封機構５１によって束紙幣にし
て収納部５６に収納し、当該収納部２５に、新たなバラ紙幣を収納するための空きを作る
。
【００５２】
　精査処理として、制御部６５は、一時保留部２５Ｃ以外の各収納部２５について、収納
部２５内の全てのバラ紙幣を一時保留部２５Ｃに移し替えてから元の収納部２５に戻し、
その際に、識別部２９によってバラ紙幣を識別することによって収納部２５内のバラ紙幣
の金種および収納枚数を確認する。第１帯封処理では、機外から入金部１４への入金があ
るので、出金部１５へのバラ紙幣のリジェクトを想定して、シャッタ１７の待機位置を開
位置に設定することが好ましい。ただし、第２帯封処理および精査処理では、入金部１４
への入金や出金部１５への出金がない状態において、バラ紙幣処理部２０や束紙幣処理部
２１といった装置本体１０の内部機構が駆動されるので、静粛性のために、シャッタ１７
を閉位置にすることが好ましい。
【００５３】
　この発明は、以上の実施形態の内容に限定されるものではなく、請求項に記載の範囲内
において種々の変更が可能である。
【００５４】
　例えば、紙幣入出金機２Ａとして、図７に示す変形例が挙げられる。なお、変形例に係
る紙幣入出金機２Ａの説明に際し、これまでの説明した紙幣入出金機２Ａと対応する部品
には、同一の符号を付して説明を省略する。変形例に係る紙幣入出金機２Ａには、前述し
た入金リジェクト部が、入金リジェクト部８０として、出金部１５とは別に設けられ、さ
らに、入金リジェクト部８０からリジェクト紙幣を取り出すための取出口８１を開閉する
シャッタ８２と、入金部１４の入金口１２を開閉するシャッタ８３とが追加されている。
変形例に係る紙幣入出金機２Ａでは、前述したシャッタ１７だけでなく、シャッタ８２お
よび８３のそれぞれの待機位置が開位置および閉位置のどちらであるかが記憶部６７によ
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７に記憶された待機位置と一致するように、各シャッタの開閉が制御部６５によって制御
される。
【００５５】
　また、紙幣入出金機２Ａに着目して貨幣処理装置２について説明したが、出金部１５お
よびシャッタ１７に相当する構成が硬貨入出金機２Ｂ（図１参照）に設けられている場合
には、紙幣入出金機２Ａにおいて出金部１５およびシャッタ１７に関する構成は、硬貨入
出金機２Ｂにも適用できる。また、貨幣処理システム１において、紙幣入出金機２Ａにお
ける制御部６５や記憶部６７（図３参照）は、紙幣入出金機２Ａでなく、硬貨入出金機２
Ｂや操作端末３に設けられてもよい。
【００５６】
　また、貨幣処理システム１は、複数の貨幣処理装置２を統括する管理装置（図示せず）
を含んでもよく、この管理装置が、シャッタの待機位置の設定情報を複数の貨幣処理装置
２に一括送信し、この設定情報が各貨幣処理装置２の記憶部６７に記憶されてもよい。
【符号の説明】
【００５７】
　１　　　貨幣処理システム
　２　　　貨幣処理装置
　３　　　操作端末
　１３　　取出口
　１４　　入金部
　１５　　出金部
　１７　　シャッタ
　２５　　収納部
　６５　　制御部
　６７　　記憶部
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